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１．北広島市教育基本計画（現行）について
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○教育基本法第１７条第２項に定める地方教育振興基本計画に位置付け。

○国が定める教育振興基本計画を参酌し、北広島市の実情に応じて定めた、北広島市における教育の振興を図るため

の施策に関する基本的な計画。

○「北広島市総合計画（第５次）」における「希望」、「交流」、「成長」の３つの都市像と、教育分野の基本目標

である「人と文化を育むまち」に基づき、市の教育についての基本的な方向を示し、着実に推進するための個別・

具体の施策について体系的に整理したもの。

○市総合教育会議において、市長と教育委員会が協議し、本計画をもって地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第１条の３に定める地方公共団体の長が定めることとされている「地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関

する総合的な施策の大綱」（以下に「総合教育大綱」という。）に代えている。
＜参 考＞
■教育基本法（平成十八年法律第百二十号）
（教育振興基本計画）
第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき

施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定

めるよう努めなければならない。
■地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）
（大綱の策定等）
第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。
■平成26年7月17日付文科初第490号初等中等教育局長通知「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について（通知）」
第三 大綱の策定について
2 留意事項
（3）地方教育振興基本計画その他の計画との関係
1）地方公共団体において、教育基本法第17条第2項に規定する教育振興基本計画その他の計画を定めている場合には、その中の目標や施策の根
本となる方針の部分が大綱に該当すると位置付けることができると考えられることから、地方公共団体の長が、総合教育会議において教育委
員会と協議・調整し、当該計画をもって大綱に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定する必要はないこと。



○政策・施策を体系
的に示す。

○重点プロジェクト

２．次期教育振興基本計画の位置付けと構成について
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教育振興基本計画／北海道教育推進計画

国

・

道

○「地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画」(教育基本法第１７条第２項）に位置付け
るとともに、本計画をもって「地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」（地方教
育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３）に代えるものとします。

○次期総合計画における教育分野を構成するとともに教育行政の最上位の個別計画に位置付け、未来を担う人づくり
と、本計画に基づく教育の振興を通じて本市のまちづくりの実現に資することを目的とします。

○前期５年・後期５年
○毎年、点検と評価

目標達成に向けた
具体的事業総

合

計

画

＜推進計画＞
○まちづくりのテーマ
○目指す都市像
○基本目標 ＋ 政策
（健康、福祉、生活、産業等の各分野）

＜基本計画＞＜基本構想＞

＜教育推進計画＞
基本目標達成に
向けた具体的事業

＜教育基本計画＞
基本目標実現のため
の政策・施策を体系
的に示す。

まちづくり

人づくり

教
育
振
興
基
本
計
画

＜教育基本構想＞
○基本目標 ＋ 政策
教育の振興に関する基本目標と
目標実現のための政策

参酌

※総合教育会議において、
本市の教育やまちづくり
の方向性、市の目指すべ
き将来像を共有

※参考：現行計画の構成

理念・目標・新たな時代を担う人間像
政策１「生きる力」を育む学校教育の推進
（計８政策）

政策１「生きる力」を育む
学校教育の推進

＞施策：幼児教育の振興・充実
＞施策：豊かな心を育む教育の充実
（８政策・２４施策）

施策：幼児教育の振興・充実
＞幼保小連携推進事業

施策：豊かな心を育む教育の充実
＞学校教育振興事業
＞心の教室相談事業

（２４施策９６事業
＋管理的経費事業１３事業）



３．計画の構成と計画期間
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＜教育基本構想＞
教育の振興に関する基本目標と目標実現のための政策を示す。次期総合計画の教育分野における基本構想部分とし
て、議会の議決を経て策定します。目標年次を2030年度とし、計画期間を10年とします。

＜教育基本計画＞
教育基本構想に基づき、その実現に向けた政策・施策を体系的に示します。計画期間は、前期5年（2021～2025）と
後期5年（2016～2030）とし、社会経済環境の変化などに対し、柔軟に見直しできる計画とします。

＜教育推進計画＞
教育基本構想及び教育基本計画に基づき、基本目標達成に向けた具体的な事業を示します。推進計画に位置付ける
施策・事業、見直し方針等は別途検討します。

前期

後期

前期

後期

2021 2022 2023 2030202920282027202620252024

（道）教育推進計画 現行（2018～） 次期（予定） 次々期（予定：2032）

第４期（予定）第３期（2018～） 第５期（予定：～2032）

市基本構想
（教育基本構想）

年　　　　度

基本計画

教育基本計画

（国）教育振興基本計画

市長任期

教育長任期



1 あたたかいことばをかけ合い、ふれあいの輪を
ひろげたい。
2 思いやりの心をもって、ボランティア活動を
ひろめたい。
3 地域の活動に関心をもち、進んで参加して交流を
深めたい。

1 豊かな緑を守り、自然を愛するやさしい心を育てたい。
2 自然との交流のなかで、スポーツやレジャーを楽しみ、
生活にゆとりをもたせたい。
3 市の木・市の花を愛し、やすらぎのある環境を
つくりたい。

４．北広島市市民憲章・まちづくりのテーマついて
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北広島市市民憲章

わたしたちは、「青年よ大志をいだけ」のこころを受けつぐ北広島市の市民です。わたしたちのまちは、広島県人らによっ
て築かれ、北海道の寒地稲作をうみだした、誇りある伝統をもつまちです。わたしたちは、いま歴史への新しい歩みを進めよ
うとしているこのまちと、自分のくらしをしっかりみつめ、自分に何ができるかを問いかけながらこの憲章を実践します。

前 章

※昭和５９年４月１日制定

第1章 まもろう 歴史がはぐくむ豊かな風土

第2章 つなごう 心のかようたしかなきずな

1 伝統を受けつぎ、汗する活動を通して創造と夢と力を
育てたい。
2 未来に目を開いて、自らを発展させていく英知と勇気を
もちたい。
3 幼いいのちと若い力の健やかな成長を助けるために、
おとなの連帯を進めたい。

第3章 のばそう 未来をつくるたくましい力

1 人とまちと自然のとけあった、幅広い文化環境を
つくりたい。
2 趣味や余暇を大事にし、進んで体験する心を育てたい。
3 北国の四季に親しみ、風土に根ざした文化を育てたい。

第4章 きずこう 個性あふれる北の文化

まちづくりのテーマ

※まちづくりのテーマを踏まえた、めざす都市像は、各長期総合計画で設定。
（参考１）第５次計画「希望」「交流」「成長」
（参考２）第４次計画「健康安心都市」「交流文化都市」「活力発展都市」

自然と創造の調和した豊かな都市

※昭和４５年度広島長期総合開発計画策定以来の基本テーマ



５．北広島市の教育理念・教育目標について
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すぐれた知性と 豊かな心と たくましい身体をもって
自然と創造の調和を図り、進展する郷土社会へ貢献する （昭和４４年８月制定 昭和６０年３月改訂）

北広島市の教育理念

１ 北広島市民としての誇りと自覚を持つ人
２ 協力して豊かなまちづくりに努める人
３ 文化を高め生活の合理化を目指す人
４ 健康な身体と豊かな心情や知性を持つ人
５ 勤労を尊び生産を高める人

（昭和４４年８月設定）

北広島市教育目標

１ 自主性を高め協力して豊かな郷土を築いていける人を育てる
２ 思考力を深め科学的で合理的な生活を目指す人を育てる
３ 情操を深め文化の創造につくす人を育てる
４ 健康な心身を培い社会の進展に貢献する人を育てる
５ 勤労の尊さを知り生産を高める実践的な人を育てる

（昭和４４年８月設定）

１ 豊かで住みよい郷土北広島をつくる
２ 安定と調和のある家庭をつくる
３ 希望に満ちた明るい青少年を育てる
４ 健康な文化とスポーツの生活化に努める

５ 近代的な施設、設備の充実をはかる

（昭和４４年８月設定）

学 校 教 育 目 標

社 会 教 育 目 標

※昭和４４年８月広島町教育基本構想において策定

※１ 教育理念
「どのような市民を育てるのか」を考えるときの、
教育目標・教育行政・教育活動の拠り所

※２ 教育目標
市が期待する人間像

※３ 学校教育目標
市が期待する人間像を育成するための、幼児教育から

大学教育まで一貫した目標
※４ 社会教育目標

広島町に即応しながら希望と安全に満ちた生涯教育を
核とした明るい社会の実現のための指針



６．現行北広島市教育基本計画の位置づけと体系について
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理 念 生涯にわたって人格を磨き、豊かな人生を送ることができる社会の実現



７．教育理念等の再構成（案）について
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教育基本法（第２条）

教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
①幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
②個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を

養うこと。
③正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこ

と。
④生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
⑤伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

すぐれた知性と 豊かな心と たくましい身体をもって
自然と創造の調和を図り、進展する郷土社会へ貢献する

北広島市の教育理念

１ 北広島市民としての誇りと自覚を持つ人
２ 協力して豊かなまちづくりに努める人
３ 文化を高め生活の合理化を目指す人
４ 健康な身体と豊かな心情や知性を持つ人
５ 勤労を尊び生産を高める人

北広島市教育目標

新たな時代を担う人間像

法の趣旨

個別具体

普

遍

性

長
期
（
10
年
）

政 策

施 策

自然と創造の調和した豊かな都市

まちづくりのテーマ

め ざ す 都 市 像

政 策

施 策

地

域

性

日

本

全

国

※理念や目標達成するため、
社会情勢や時代の求め応じ変化

教育基本法等の趣旨を
踏まえた検討が必要

※学校教育目標及び社会教育目標は、教
育目標を受け定められたもの。教育目
標や政策との重複もみられる。



８．第３期教育振興基本計画について（１）

8※第3期教育振興基本計画（平成30年6月15日閣議決定）



９．第３期教育振興基本計画について（２）
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10．第３期教育振興基本計画について（３）
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※中央教育審議会「第3期教育振興基本計画について（答申）」（平成30年3月8日中教審第206号）抜粋



11．第３期教育振興基本計画について（４）
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12．第３期教育振興基本計画について（５）

12



13．第３期教育振興基本計画について（６）
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14．第３期教育振興基本計画について（７）
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15．北海道教育推進計画（2018～2022）について
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※北海道教育推進計画（2018～2022）（概要版）から抜粋・作成



16．北海道総合教育大綱（平成３０年４月施行）について

16※北海道総合教育大綱（平成29年10月策定、平成30年4月施行）から抜粋・作成


